
国立大学法人愛媛大学特任教授等称号付与規程 

平成２８年１１月９日  

規 則 第 １２４ 号  

 

（趣旨） 

第１条 愛媛大学（以下「本学」という。）に、愛媛大学特任教授及び愛媛大学特任准教授（以

下「特任教授等」という。）を置き、その称号の付与に関し必要な事項を定める。 

（称号付与の要件等） 

第２条 特任教授等の称号の付与は、本学の大学教員であって、次の各号に掲げる資格を有す

る者のうちから、次条に規定する選考により学長が行う。ただし、国立大学法人愛媛大学テ

ニュア教員育成制度に関する規則（以下「テニュア規則」という。）第２条第３号に規定する

テニュア育成教員を除く。 

(1) 特任教授 本学の教授と同等の教育又は研究能力を有すると認められる准教授又は講師 

(2) 特任准教授 本学の准教授と同等の教育又は研究能力を有すると認められる講師 

２ 前項に定める者のほか、テニュア規則第１０条の規定に基づきテニュア職移行時に講師の

職位のままとなった者については、特任准教授の称号を付与する。 

（選考） 

第３条 特任教授等は、所属部局等の長が当該部局の教授会又はこれに代わる機関で審議の上

推薦し、国立大学法人愛媛大学人事委員会の議を経て、学長が選考する。 

２ 特任教授等の選考にあたっては、国立大学法人愛媛大学教員選考に関する規程第３条から

第５条までの規定を準用する。 

（称号付与の期間） 

第４条 特任教授等の称号を付与する期間は、称号を付与された者が本学に在職する間とする。

ただし、昇任等により称号付与の必要がなくなった場合は、当該昇任等の日の前日をもって

称号の付与を終了する。 

（称号の取消） 

第５条 特任教授等の称号を付与された者に、特任教授等にふさわしくない行為が明らかにな

った場合には、学長は、称号を取り消すことができる。 

（学内外での名称） 

第６条 特任教授及び特任准教授は、それぞれ教授又は准教授と称することができる。 

（雑則） 

第７条 特任教授等の選考に際し必要がある場合には、各部局等において実施細則を定めるこ

とができる。 

 

附 則 

１ この規程は、平成２８年１１月９日から施行する。 

２ この規程施行の際、各部局等の内規により現に特任教授等の称号を付与されている者につ

いては、この規程により称号を付与されたものとみなす。 



附 則 

 この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 


